


温室効果ガス排出量及び将来予測値の算定方法

現況における温室効果ガス排出量の算定

川越市の温室効果ガス排出量は、「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニ
ュアル算定手法編 」（平成 年 月 環境省 総合環境政策局 環境計画課）
に基づくことを基本とし、活動量に二酸化炭素排出係数を乗じることで算定しています。
算定の基礎となるエネルギー消費量等の活動量に係るデータについて、川越市の統計デ

ータがある場合は、それを用い、県域あるいは全国での統計データしかないものについて
は、可能な限り限定された地域の値を用いることとし、それを按分することで川越市の活
動量を推計しています。

二酸化炭素
各部門における算定方法は、下表に示すとおりです。

部門 算定式等 出典資料

燃
料
消
費

産 業

部 門

共 通 都 市 ガ ス 市域工業用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ

農林業 電力使用量
軽質油製品
重質油製品
Ｌ Ｐ Ｇ

埼玉県農林業エネルギー消費量×農家人口
の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、県・市統計
書

鉱 業
建設業

電力使用量
軽質油製品
重質油製品
Ｌ Ｐ Ｇ

埼玉県鉱業・建設業エネルギー消費量×鉱
業、建設業従業者数の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」（資
源エネルギー庁）、県・市統計書

製造業 電力使用量
軽質油製品
重質油製品
Ｌ Ｐ Ｇ

埼玉県製造業エネルギー消費量×製造品出
荷額等の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、「工業統計
調査」（経済産業省）

運 輸

部 門

自動車 ガ ソ リ ン
軽 油
Ｌ Ｐ Ｇ

全国車種別エネルギー消費量×自動車保
有台数比率×排出係数

「自動車燃料消費量統計年報」（国
土交通省）、市統計書

鉄 道 電 気 対象事業者のエネルギー消費量×川越市内
での営業キロ比率×排出係数

「鉄道統計年報」（国土交通省）、
市環境政策課調べ

家 庭 部 門

電 気 埼玉県家庭エネルギー消費量×世帯数の比
率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」（資
源エネルギー庁）、県・市統計書

都 市 ガ ス 市域家庭用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ

灯 油 市世帯当たり灯油使用量×世帯数×排出係
数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書

市世帯当たり 使用量×（世帯数－都市
ガス需要世帯数）×排出係数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書、武州ガス提供データ（都市ガ
ス需要世帯数）
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部門 算定式等 出典資料

燃
料
消
費

産 業

部 門

共 通 都 市 ガ ス 市域工業用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ
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電力使用量
軽質油製品
重質油製品
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「都道府県エネルギー消費統計」（資
源エネルギー庁）、県・市統計書

製造業 電力使用量
軽質油製品
重質油製品
Ｌ Ｐ Ｇ

埼玉県製造業エネルギー消費量×製造品出
荷額等の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、「工業統計
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部 門

自動車 ガ ソ リ ン
軽 油
Ｌ Ｐ Ｇ

全国車種別エネルギー消費量×自動車保
有台数比率×排出係数
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鉄 道 電 気 対象事業者のエネルギー消費量×川越市内
での営業キロ比率×排出係数
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家 庭 部 門

電 気 埼玉県家庭エネルギー消費量×世帯数の比
率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」（資
源エネルギー庁）、県・市統計書

都 市 ガ ス 市域家庭用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ

灯 油 市世帯当たり灯油使用量×世帯数×排出係
数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書

市世帯当たり 使用量×（世帯数－都市
ガス需要世帯数）×排出係数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書、武州ガス提供データ（都市ガ
ス需要世帯数）



部門 算定式等 出典資料

燃
料
消
費

業 務 部 門

電 気 埼玉県業務エネルギー消費量×業務床面積
の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」（資
源エネルギー庁）、県・市統計書

都 市 ガ ス 市域業務用ガス販売量（市域「公用」「医
療用」「商業用」ガス販売量）×排出係数

武州ガス、角栄ガス提供データ

重 油
灯 油

埼玉県その他業務エネルギー消費量×業務
床面積の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、県・市統計
書

廃
棄
物
焼
却

一般廃棄物 一般廃棄物焼却量×廃プラスチック組成率
×排出係数

市統計書、東・西清掃センター、資
源化センターごみ組成分析結果

産業廃棄物 産業廃棄物焼却量（廃油・廃プラ）×排出
係数

市内産業廃棄物処理実績

メタン
各部門における算定方法は、下表に示すとおりです。

部門 算定式等 出典資料

燃
料
消
費

産 業

部 門 製造業

埼玉県製造業 消費量×製造品出荷額
等の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、「工業統計
調査」（経済産業省）

ガ ス 市域工業用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ

運 輸

部 門 自動車

ガ ソ リ ン
軽 油
Ｌ Ｐ Ｇ

全国車種別エネルギー消費量×自動車保
有台数比率×排出係数

「自動車燃料消費量統計年報」（国
土交通省）、市統計書

家 庭 部 門

ガ ス 市域家庭用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ

灯 油 市世帯当たり灯油使用量×世帯数×排出係
数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書

市世帯当たり 使用量×（世帯数－都市
ガス需要世帯数）×排出係数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書、武州ガス提供データ（都市ガ
ス需要世帯数）

業 務 部 門

ガ ス 市域業務用ガス販売量（市域「公用」「医
療用」「商業用」ガス販売量）×排出係数

武州ガス、角栄ガス提供データ

灯 油 埼玉県その他業務エネルギー消費量×業
務床面積の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、県・市統計
書

農

業

腸内反すう
家畜飼養頭羽数×排出係数

市統計書

ふん尿管理

廃

棄

物

一般廃棄物
一般廃棄物焼却量×廃プラスチック組成
率×排出係数

市統計書、東・西清掃センター、資
源化センターごみ組成分析結果

産業廃棄物
産業廃棄物焼却量（廃油・廃プラ）×排出
係数

市内産業廃棄物処理実績

下水処理
浄化槽人口×排出係数 市統計書

し尿処理量×排出係数

脱水ケーキ 脱水ケーキ排出量×排出係数 市内産業廃棄物処理実績

部門 算定式等 出典資料

燃
料
消
費

業 務 部 門

電 気 埼玉県業務エネルギー消費量×業務床面積
の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」（資
源エネルギー庁）、県・市統計書

都 市 ガ ス 市域業務用ガス販売量（市域「公用」「医
療用」「商業用」ガス販売量）×排出係数

武州ガス、角栄ガス提供データ

重 油
灯 油

埼玉県その他業務エネルギー消費量×業務
床面積の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、県・市統計
書

廃
棄
物
焼
却

一般廃棄物 一般廃棄物焼却量×廃プラスチック組成率
×排出係数

市統計書、東・西清掃センター、資
源化センターごみ組成分析結果

産業廃棄物 産業廃棄物焼却量（廃油・廃プラ）×排出
係数

市内産業廃棄物処理実績

メタン
各部門における算定方法は、下表に示すとおりです。

部門 算定式等 出典資料

燃
料
消
費

産 業

部 門 製造業

埼玉県製造業 消費量×製造品出荷額
等の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、「工業統計
調査」（経済産業省）

ガ ス 市域工業用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ

運 輸

部 門 自動車

ガ ソ リ ン
軽 油
Ｌ Ｐ Ｇ

全国車種別エネルギー消費量×自動車保
有台数比率×排出係数

「自動車燃料消費量統計年報」（国
土交通省）、市統計書

家 庭 部 門

ガ ス 市域家庭用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ

灯 油 市世帯当たり灯油使用量×世帯数×排出係
数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書

市世帯当たり 使用量×（世帯数－都市
ガス需要世帯数）×排出係数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書、武州ガス提供データ（都市ガ
ス需要世帯数）

業 務 部 門

ガ ス 市域業務用ガス販売量（市域「公用」「医
療用」「商業用」ガス販売量）×排出係数

武州ガス、角栄ガス提供データ

灯 油 埼玉県その他業務エネルギー消費量×業
務床面積の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、県・市統計
書

農

業

腸内反すう
家畜飼養頭羽数×排出係数

市統計書
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棄
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一般廃棄物
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市統計書、東・西清掃センター、資
源化センターごみ組成分析結果

産業廃棄物
産業廃棄物焼却量（廃油・廃プラ）×排出
係数

市内産業廃棄物処理実績

下水処理
浄化槽人口×排出係数 市統計書
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脱水ケーキ 脱水ケーキ排出量×排出係数 市内産業廃棄物処理実績



一酸化二窒素

各部門における算定方法は、下表に示すとおりです。
部門 算定式等 出典資料

燃
料
消
費

産 業

部 門 製造業

灯 油
重 油

埼玉県製造業エネルギー消費量×製造品
出荷額等の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、「工業統計
調査」（経済産業省）

ガ ス 市域工業用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ

運 輸

部 門 自動車

ガ ソ リ ン
軽 油
Ｌ Ｐ Ｇ

全国車種別エネルギー消費量×自動車保
有台数比率×排出係数

「自動車燃料消費量統計年報」（国
土交通省）、市統計書

家 庭 部 門

ガ ス 市域家庭用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ
灯 油 市世帯当たり灯油使用量×世帯数×排出係

数
「家計調査年報」（総務省）、市統
計書

市世帯当たり 使用量×（世帯数－都市
ガス需要世帯数）×排出係数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書、武州ガス提供データ（都市ガ
ス需要世帯数）

業 務 部 門

ガ ス 市域業務用ガス販売量（市域「公用」「医
療用」「商業用」ガス販売量）×排出係数

武州ガス、角栄ガス提供データ

灯 油
重 油

埼玉県その他業務エネルギー消費量×業
務床面積の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、県・市統計
書

農
業

ふん尿管理 家畜飼養頭羽数×排出係数 市統計書

廃

棄

物

一般廃棄物
一般廃棄物焼却量×廃プラスチック組成
率×排出係数

市統計書、東・西清掃センター、資
源化センターごみ組成分析結果

産業廃棄物
産業廃棄物焼却量（廃油・汚泥・廃プラ・
紙木くず）×排出係数

市内産業廃棄物処理実績

下水処理
浄化槽人口×排出係数 川越市資料

し尿処理量×排出係数

代替フロン等４ガス
各部門における算定方法は、下表に示すとおりです。

部門 算定式等 出典資料

カーエアコンの使用
年（平成 年）以降に製造された保

有車台数×排出係数
市統計書

エアゾール等
温室効果ガス排出量×業務系従業者の比
率

「温室効果ガス排出量データベー
ス」、「経済センサス」（総務省）

半導体製造
温室効果ガス排出量×電気機械器具製造
品出荷額等の比率

「温室効果ガス排出量データベー
ス」、「工業統計」（経済センサス）

電力設備 温室効果ガス排出量×電力消費量の比率 「温室効果ガス排出量データベー

ス」、「都道府県エネルギー統計」

（資源エネルギー庁）、「電気事業

便覧」

一酸化二窒素

各部門における算定方法は、下表に示すとおりです。
部門 算定式等 出典資料

燃
料
消
費

産 業

部 門 製造業

灯 油
重 油

埼玉県製造業エネルギー消費量×製造品
出荷額等の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、「工業統計
調査」（経済産業省）

ガ ス 市域工業用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ

運 輸

部 門 自動車

ガ ソ リ ン
軽 油
Ｌ Ｐ Ｇ

全国車種別エネルギー消費量×自動車保
有台数比率×排出係数

「自動車燃料消費量統計年報」（国
土交通省）、市統計書

家 庭 部 門

ガ ス 市域家庭用ガス販売量×排出係数 武州ガス、角栄ガス提供データ
灯 油 市世帯当たり灯油使用量×世帯数×排出係

数
「家計調査年報」（総務省）、市統
計書

市世帯当たり 使用量×（世帯数－都市
ガス需要世帯数）×排出係数

「家計調査年報」（総務省）、市統
計書、武州ガス提供データ（都市ガ
ス需要世帯数）

業 務 部 門

ガ ス 市域業務用ガス販売量（市域「公用」「医
療用」「商業用」ガス販売量）×排出係数

武州ガス、角栄ガス提供データ

灯 油
重 油

埼玉県その他業務エネルギー消費量×業
務床面積の比率×排出係数

「都道府県エネルギー消費統計」
（資源エネルギー庁）、県・市統計
書

農
業

ふん尿管理 家畜飼養頭羽数×排出係数 市統計書

廃

棄

物

一般廃棄物
一般廃棄物焼却量×廃プラスチック組成
率×排出係数

市統計書、東・西清掃センター、資
源化センターごみ組成分析結果

産業廃棄物
産業廃棄物焼却量（廃油・汚泥・廃プラ・
紙木くず）×排出係数

市内産業廃棄物処理実績

下水処理
浄化槽人口×排出係数 川越市資料

し尿処理量×排出係数

代替フロン等４ガス
各部門における算定方法は、下表に示すとおりです。

部門 算定式等 出典資料

カーエアコンの使用
年（平成 年）以降に製造された保

有車台数×排出係数
市統計書

エアゾール等
温室効果ガス排出量×業務系従業者の比
率

「温室効果ガス排出量データベー
ス」、「経済センサス」（総務省）

半導体製造
温室効果ガス排出量×電気機械器具製造
品出荷額等の比率

「温室効果ガス排出量データベー
ス」、「工業統計」（経済センサス）

電力設備 温室効果ガス排出量×電力消費量の比率 「温室効果ガス排出量データベー

ス」、「都道府県エネルギー統計」

（資源エネルギー庁）、「電気事業

便覧」



将来予測値の算定

推計にあたっては、今後新たな地球温暖化対策が講じられず現行の対策が推進され続け
ると仮定し、また、二酸化炭素排出係数やエネルギー消費原単位が、今後も現況レベルの
ままで推移したと仮定したときの二酸化炭素排出量を推計しています。また、就業者数や
世帯数など将来の活動量については、市の関連計画との整合を図っています。市の関連計
画に推計値がない活動量はこれまでの傾向から推計しています。
二酸化炭素以外のガスについては、これまでの傾向から将来値を推計しています。

■温室効果ガス排出量将来推計に用いた指標（活動量等）

部門 推計指標 備考

産業部門

農林業 第一次産業就業者数 総合計画の推計値の傾向を基に推計

建設業 建設業就業者数 総合計画の推計値の傾向を基に推計

製造業 製造品出荷額等 過去の傾向を基に推計

家庭部門 世帯数 総合計画の推計値の傾向を基に推計

業務部門 業務系床面積 過去の傾向を基に推計

運輸部門
自動車 自動車由来の 排出量 過去の傾向を基に推計

鉄 道 電力消費量 過去の傾向を基に推計

廃棄物部門 人口 人口ビジョンにおける将来人口

その他
メタン
一酸化二窒素 排出量（換算値） 過去の傾向を基に推計

代替フロン４ガス 排出量（換算値） 過去の傾向を基に推計

将来予測値の算定

推計にあたっては、今後新たな地球温暖化対策が講じられず現行の対策が推進され続け
ると仮定し、また、二酸化炭素排出係数やエネルギー消費原単位が、今後も現況レベルの
ままで推移したと仮定したときの二酸化炭素排出量を推計しています。また、就業者数や
世帯数など将来の活動量については、市の関連計画との整合を図っています。市の関連計
画に推計値がない活動量はこれまでの傾向から推計しています。
二酸化炭素以外のガスについては、これまでの傾向から将来値を推計しています。

■温室効果ガス排出量将来推計に用いた指標（活動量等）

部門 推計指標 備考

産業部門

農林業 第一次産業就業者数 総合計画の推計値の傾向を基に推計

建設業 建設業就業者数 総合計画の推計値の傾向を基に推計

製造業 製造品出荷額等 過去の傾向を基に推計

家庭部門 世帯数 総合計画の推計値の傾向を基に推計

業務部門 業務系床面積 過去の傾向を基に推計

運輸部門
自動車 自動車由来の 排出量 過去の傾向を基に推計

鉄 道 電力消費量 過去の傾向を基に推計

廃棄物部門 人口 人口ビジョンにおける将来人口

その他
メタン
一酸化二窒素 排出量（換算値） 過去の傾向を基に推計

代替フロン４ガス 排出量（換算値） 過去の傾向を基に推計



計画策定の経過

経過
策定に係る会議等の開催
・川越市環境審議会 ４回
・川越市環境推進会議 ２回
・川越市環境推進会議幹事会 ２回

審議会正副会長から市長へ答申

市長から審議会会長へ諮問

審議会の様子

計画策定の経過

経過
策定に係る会議等の開催
・川越市環境審議会 ４回
・川越市環境推進会議 ２回
・川越市環境推進会議幹事会 ２回

審議会正副会長から市長へ答申

市長から審議会会長へ諮問

審議会の様子



パブリック・コメント

実施概要

①募集期間：平成 年 月 日（月）～ 月 日（火）
②周知方法：平成 年 月 日号広報川越、市ホームページ
③資料の閲覧方法
（ア）環境政策課（市役所本庁舎 階）、各市民センター、南連絡所、つばさ館にお
いて資料を閲覧

（イ）市ホームページにおける電子媒体での閲覧
④意見の提出方法
件名、氏名、住所、連絡先、区分、意見を記入の上、環境政策課へ持参、郵送、フ
ァクスによる提出または電子申請での提出

結果概要

①提出者数： 名（市内在住）
②意 見 数： 件

意見内容（詳細）

№ 該当箇所 意見の概要

計画全体

川越市内にある街路樹は季節ごとに業者委託によって剪定されている。しかし、
近年目立つようになったのは、必要以上に枝を切り落とし、翌年以降、葉が生え
ない状態にしている業者がいることである。これは植物の成長に伴う二酸化炭素
の吸収を阻害しており緑化事業を妨害していると言わざるを得ない。川越市内に
はそのような街路樹が数多く見受けられる。
よって対策計画の中に「すでに葉の生えない状態と化した木の植え替え」と「緑
化を考慮せず切り落とすだけの名ばかり造園業者の排除」を盛り込むべきである。

計画全体 温暖化の現状をヴィジュアルで適切にまとめられて分かりやすくなっている。

計画全体
地域の現状として、エネルギーの自給率や地域での潜在的エネルギーを明らかに
してもらえると自覚できると思う。

計画全体
市内で使用するエネルギーの電源構成を示して節約や省エネの目標ができると市
民としては取組やすいのですが、明らかにして欲しい。

計画全体 努力は認められますが、もっと市民の分かりやすい要約版があると良い。

計画全体 排出係数が固定化されているのは現状を反映していないと思う。

※表現について一部調整をしている箇所があります。

パブリック・コメント

実施概要

①募集期間：平成 年 月 日（月）～ 月 日（火）
②周知方法：平成 年 月 日号広報川越、市ホームページ
③資料の閲覧方法
（ア）環境政策課（市役所本庁舎 階）、各市民センター、南連絡所、つばさ館にお
いて資料を閲覧

（イ）市ホームページにおける電子媒体での閲覧
④意見の提出方法
件名、氏名、住所、連絡先、区分、意見を記入の上、環境政策課へ持参、郵送、フ

ァクスによる提出または電子申請での提出

結果概要

①提出者数： 名（市内在住）
②意 見 数： 件

意見内容（詳細）

№ 該当箇所 意見の概要

計画全体

川越市内にある街路樹は季節ごとに業者委託によって剪定されている。しかし、
近年目立つようになったのは、必要以上に枝を切り落とし、翌年以降、葉が生え
ない状態にしている業者がいることである。これは植物の成長に伴う二酸化炭素
の吸収を阻害しており緑化事業を妨害していると言わざるを得ない。川越市内に
はそのような街路樹が数多く見受けられる。
よって対策計画の中に「すでに葉の生えない状態と化した木の植え替え」と「緑
化を考慮せず切り落とすだけの名ばかり造園業者の排除」を盛り込むべきである。

計画全体 温暖化の現状をヴィジュアルで適切にまとめられて分かりやすくなっている。

計画全体
地域の現状として、エネルギーの自給率や地域での潜在的エネルギーを明らかに
してもらえると自覚できると思う。

計画全体
市内で使用するエネルギーの電源構成を示して節約や省エネの目標ができると市
民としては取組やすいのですが、明らかにして欲しい。

計画全体 努力は認められますが、もっと市民の分かりやすい要約版があると良い。

計画全体 排出係数が固定化されているのは現状を反映していないと思う。

※表現について一部調整をしている箇所があります。



環境審議会答申

答申

川 環 審 発 第 ６ 号

平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ６ 日  

川越市長 川 合 善 明 様

川越市環境審議会

会長 福 岡 義 隆

（仮称）第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について（答申）

平成２９年１１月２１日付け川環政発第９８２号で諮問のあった「（仮称）第三次川越

市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について」に関して、慎重に審議した結果、

別紙のとおり答申する。

 
 
 

（仮称）第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について（答申）

はじめに

地球温暖化等の気候変動問題は、人類の生存基盤に関わるものであり、世界共通の課題と
して喫緊に取り組まなければならない最も重要な環境問題の一つである。
気候変動に関する政府間パネル（ ）は、その第五次評価報告書（ 年）において、
気候システムの温暖化には疑う余地がなく、人為起源の温室効果ガスの排出が、 世紀半
ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高いとしている。また、
気候変動を抑制する場合には、温室効果ガスの排出を大幅かつ持続的に削減する必要があり、
適応と併せて実施することで、気候変動のリスクの抑制が可能となるだろうと報告している。

年（平成 年）にフランス・パリで開催された気候変動枠組条約第 回締約国
会議（ ）で、パリ協定が採択され、先進国・途上国という二分論を超えたすべての
国の参加、温室効果ガスの削減目標の５年ごとの提出・更新、適応計画プロセスや行動の実
施等が新たな枠組みに反映され、気候変動の防止に向けた地球温暖化対策は国際的に新たな
ステージに入った。
国においては、 に向けて提出した「日本の約束草案」の中で、温室効果ガスの中

環境審議会答申
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（仮称）第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）について（答申）

はじめに

地球温暖化等の気候変動問題は、人類の生存基盤に関わるものであり、世界共通の課題と
して喫緊に取り組まなければならない最も重要な環境問題の一つである。
気候変動に関する政府間パネル（ ）は、その第五次評価報告書（ 年）において、
気候システムの温暖化には疑う余地がなく、人為起源の温室効果ガスの排出が、 世紀半
ば以降に観測された温暖化の支配的な原因であった可能性が極めて高いとしている。また、
気候変動を抑制する場合には、温室効果ガスの排出を大幅かつ持続的に削減する必要があり、
適応と併せて実施することで、気候変動のリスクの抑制が可能となるだろうと報告している。

年（平成 年）にフランス・パリで開催された気候変動枠組条約第 回締約国
会議（ ）で、パリ協定が採択され、先進国・途上国という二分論を超えたすべての
国の参加、温室効果ガスの削減目標の５年ごとの提出・更新、適応計画プロセスや行動の実
施等が新たな枠組みに反映され、気候変動の防止に向けた地球温暖化対策は国際的に新たな
ステージに入った。
国においては、 に向けて提出した「日本の約束草案」の中で、温室効果ガスの中



期削減目標について、国内の排出削減・吸収量の確保により、温室効果ガス排出量を
年度（平成 年度）に 年度（平成 年度）比マイナス パーセントの水準とす
ることとしている。また、この目標を達成するため、平成 年 月に「地球温暖化対策計
画」を閣議決定したところである。
本市では、平成 年 月に「第二次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を

策定し、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な展開を図ってきたが、パリ協定及び「地球温
暖化対策計画」を踏まえた地球温暖化対策を早期に推進することが必要であると捉え、計画
期間を前倒しし、「（仮称）第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の策定を
進めているところである。
当審議会では、平成 年 月 日、市長から「（仮称）第三次川越市地球温暖化対策
実行計画（区域施策編）について」の諮問を受け、 回にわたり慎重に審議を行ってきた。
本答申は、その結果をとりまとめたものである。
答申の趣旨を踏まえるとともに、審議の中で出された具体的な意見についても十分考慮し、
「（仮称）第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の策定を進められたい。

１ 計画策定の背景と意義について
○「第二次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を総括し、施策・事業の成果、
課題等について評価・検証し、計画策定に反映させること。

２ 温室効果ガスの排出状況について
○地球温暖化に関するアンケート調査結果やパブリック・コメント等、市民意見を考慮した
計画とすること。

○地球温暖化に関するアンケート調査結果について、「第二次川越市地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）」策定時のアンケート調査との比較がわかるようなデータの記載を検討
すること。

○地球温暖化に関するアンケート調査について、ＷＥＢアンケート調査の概要の記載を検討
すること。

○地球温暖化に関するアンケート調査結果について、郵送分とＷＥＢ分を分けて分析し、分
析結果を蓄積すること。

○排出量の算定に当たっては、市民等のエネルギー需要家側の取組努力が適切に示されるよ
う配慮すること。

３ 温室効果ガスの削減目標について
○削減目標については、実現性を確かなものとし、川越市として地球温暖化防止に向けて取
り組む強い意欲を内外に示しうるものとすること。

期削減目標について、国内の排出削減・吸収量の確保により、温室効果ガス排出量を
年度（平成 年度）に 年度（平成 年度）比マイナス パーセントの水準とす
ることとしている。また、この目標を達成するため、平成 年 月に「地球温暖化対策計
画」を閣議決定したところである。
本市では、平成 年 月に「第二次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を

策定し、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な展開を図ってきたが、パリ協定及び「地球温
暖化対策計画」を踏まえた地球温暖化対策を早期に推進することが必要であると捉え、計画
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進めているところである。
当審議会では、平成 年 月 日、市長から「（仮称）第三次川越市地球温暖化対策
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「（仮称）第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の策定を進められたい。
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４ 温室効果ガス削減に向けた取組及び重点プロジェクトについて
○施策体系には、国、県等との適切な役割分担を踏まえ、市として必要な施策を的確に盛り
込むこと。

○取組及び行動指標については、前計画との整合性を図り、本市の現状、課題等を踏まえ、
重点的に対策を講じる必要があるものを精査すること。

○太陽光発電システムの適正な維持管理を行うこと。

○公共施設・設備の改修等に当たっては計画、設計段階から省エネルギーについて検討する
こと。

○学校、家庭、地域社会など、あらゆる場、機会において、環境教育・環境学習の施策を充
実させていくこと。

○次世代自動車を普及させるための取組を充実させていくこと。

○緑豊かな自然を将来の世代に引き継いでいくために、貴重な緑の保全・整備に関する施策
を推進していくこと。

○緑の現状と役割について記載を検討すること。

○緑の創出に関する施策を充実させていくこと。

○つばさ館を活用し、環境啓発を引き続き推進していくこと。

○市民の取組について、削減量や節約額の算出根拠を示すこと。

○各主体の取組は、前向きで積極的に取り組みやすいものとすること。

○重点プロジェクトで定める各事業の目標については、政策的な裏付けを確かなものとし、
意欲的な水準を掲げること。

○指標の表記については、市民に分かりやすい表記とすること。

○複数のプロジェクトに関連する取組、行動指標については、関連するプロジェクトを表記
すること。

○自転車シェアリング事業に関する行動指標について検討すること。

５ 地球温暖化への適応策について
○市民の生命、財産及び生活、自然環境等への影響を回避又は低減させるため、気候変動の
影響に対応する取組を推進していくこと。

○災害時の代替エネルギーとなることから、公共施設における太陽光発電システムの拡充を
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検討すること。

○農地や水面からの風の通り道を確保するため、水と緑のネットワークの形成に関する施策
を検討すること。

６ 計画の実効性の確保について
○計画の進行管理は サイクルを基本とし、特に点検・評価・公表（ ）に重点
を置くこと。

○地球温暖化対策に関連する計画や事業、施策との連携の確保、実施状況の把握や情報交換
など、全庁的に取組を推進すること。

７ 計画全般について
○文章等の表現については、市民に分かりやすい表現とすること。

○年号の表記については、市民に分かりやすい表記とすること。

 

 

審議経過

川越市環境審議会では、「（仮称）第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
の策定について」に関する審議を、平成 年 月から平成 年 月にかけて計 回
にわたって行った。
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平成 年 月 日 【答申】 「（仮称）第三次川越市地球温暖化対策実行計画（区域施
策編）について」
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用語解説
アルファベット

（ビルエネル
ギーマネジメントシ
ステム）

（ ）業務用ビルにおい
て、 技術を活用し、室内状況に対応した照明・空調などの最適な
運転を可能にするなど、機器のエネルギー需要を管理するとともに、
省エネルギーを実現するシステムのこと。

「
」の略称で、「建築物総合環境性能評価

システム」という。建築物の環境品質・性能と環境負荷を同時に評
価する全国共通のモノサシとして、国の支援を受け、産・官・学共
同で研究・開発された評価システムのこと。

事業
「 」の略称で、従前の利便性を損なうこ
となく、省エネルギーに関する包括的なサービスを提供し、その顧
客の省エネルギーメリットの一部を報酬として享受する事業。

（ ）家庭向けのエネルギー管
理の仕組み、あるいはそのサービス。家電や電気自動車などを通信
でつないでエネルギー消費を可視化し、適切なアドバイスを提供し
てエネルギー消費の最適化を図るシステムのこと。

気候変動に関
する政府間パネル

（ ｍ ）世界気象気候
（ ）と国連環境計画（ ）により 年に設立された国
連の組織。地球温暖化に関する科学的、技術的、社会経済的な知見
から、包括的な評価を行っている。

とは、スイスに本部を置く民間の国際規格認証機構（ ：
）のこと。この

機構が、環境管理（マネジメント）の企画として、 シリ
ーズを作成した。事業所は、環境管理を実施する際に、この規格を
標準的な手法として用いることができる。また、事業者は、この規
格に基づいて環境管理を行っていることについて、第三者（審査登
録機構）の認証を受けることで、環境に配慮した活動を行っている
ことを国際的に証明することができる。
（ ）建築計画の工夫による日射遮蔽・自
然エネルギーの利用、高断熱化、高効率化によって大幅な省エネル
ギーを実現した上で、太陽光発電等によってエネルギーを創り、年
間に消費するエネルギー量が大幅に削減されている最先端の建築
物。
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から、包括的な評価を行っている。

とは、スイスに本部を置く民間の国際規格認証機構（ ：
）のこと。この

機構が、環境管理（マネジメント）の企画として、 シリ
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間に消費するエネルギー量が大幅に削減されている最先端の建築
物。



（ ）外皮の断熱性能等を大幅に向上させる
とともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維
持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー
を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロ
とすることを目指した住宅のこと。

あ行

アイドリングストッ
プ

駐車時や停車時など、車のエンジンを必要としないときにエンジン
を止める行為のこと。これにより、自動車からの粒子状物質（
や窒素酸化物（ ）などの排出を抑制できるとともに、燃費の改
善にも効果があるとされる。

インバータ
電力機器に供給する交流電力を任意の周波数と電圧で作り出す装
置。モーターや照明機器などを効率よく制御するために使われる。

エコアクション

環境省が国際規格 をベースに策定したガイドラインに
基づき、環境への取組を適切に実施し、環境経営のための仕組みを
構築、運用、維持するとともに、環境コミュニケーションを行って
いる事業者を認証し、登録する制度。

エネファーム

家庭用燃料電池の愛称。都市ガスなどから燃料となる水素を取り出
し、空気中の酸素と反応させて発電すると共に、排熱を給湯に利用
する。熱電併給（コージェネレーション）であるため、エネルギー
効率が高い。

屋上緑化・壁面緑化

建築物の屋上や壁面に植物を植えて緑化することにより、屋根・壁
面の温度の低減や夜間における放熱の抑制を図り、建物内の消費エ
ネルギーの削減を図る。また、ヒートアイランド現象の緩和等にも
効果がある。

温室効果ガス

太陽から地球に降り注ぐ光は素通りさせるが、温まった地球から宇
宙へ逃げる熱を吸収する性質をもつガスのこと。二酸化炭素、メタ
ン、一酸化二窒素、 、 、 の 種類の温室効果ガスが削
減対象となっている。

か行

カーボン・オフセッ
ト

自らの温室効果ガスの排出量を認識し、排出（抑制）努力をした上
で、それでも排出削減が困難な部分について、他の場所で排出削減・
吸収を実現する活動などに資金提供すること等によって、その全部
または一部を相殺（オフセット）すること。イギリスを始めとした
ヨーロッパ、アメリカ等での取組が活発であり、日本でも民間での
取組が行われている。
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かわごえ環境ネット

市民、事業者、民間団体及び市がパートナーシップを形成し、それ
ぞれが役割を理解しつつ、協働して環境保全活動を行い、環境基本
計画における望ましい環境像を実現していくための組織として、

年 月に設立された。

簡易電力計

家電機器とコンセントの間に接続し、機器の消費電力を簡易に測定
することができる機械。使用電力量が一目でわかるため、節電や電
気代の削減などに役立ち、家庭のエネルギー使用量の削減にも効果
がある。

環境マネジメントシ
ステム

）の日本語訳で、事業
者が法令等を遵守するだけでなく、自主的・積極的に環境負荷を低
減させていくための「計画（ ）」を立て、それを「実施（ ）」、
達成度を「評価（ ）」し、結果をもとに「さらなる改善（ ）」
するという サイクルを繰り返し行うことによって、継続的に
環境負荷の低減が図られるような組織体制にするためのマネジメン
トシステム。代表的なものとして やエコアクション
の認証などがあげられる。

カンクン合意

年 月にメキシコ・カンクンで開催された気候変動枠組条約
締約国会議（ ）で採択された、 年の削減目標・行動の
枠組み。京都議定書への不参加を表明したアメリカ、京都議定書で
は排出削減義務を負わない中国やインドなどの新興途上国にも排出
削減を求めている。

気候変動の影響への
適応計画

気候変動による様々な影響に対し、政府全体として、全体で整合の
とれた取組を計画的かつ総合的に推進するため、目指すべき社会の
姿等の基本的な方針、基本的な進め方、分野別施策の基本的方向、
基盤的・国際的施策を定めた、政府として初の気候変動の影響への
適応計画。気候変動の影響による国民の生命、財産及び生活、経済、
自然環境等への被害を最小化あるいは回避し、迅速に回復できる、
安全・安心で持続可能な社会の構築を目指している。

気候変動に関する国
際連合枠組条約

大気中の温室効果ガスの濃度の安定化を目的とし、地球温暖化がも
たらす様々な悪影響を防止するための国際的な枠組みを定めた条
約。 年に開催されたリオの地球サミットにおいて採択され、

年 月に発行。条約では①締約国の共通だが差異のある責任、
②開発途上締約国等の国別事情を勘案、③速やかかつ有効な予防措
置の実施等の原則のもと、先進締約国に対し、温室効果ガス削減の
ための政策の実施等が義務として課せられている。
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京都議定書

地球温暖化防止に向けて、 年 月に京都で開催された地球温
暖化防止京都会議（ ）で採択された気候変動枠組条約の議定
書。日本は、 年 月 日に署名、 年 月 日に批准
しており、議定書は 年 月 日に発効した先進締約国に対
し、 年から 年の第一約束期間における温室効果ガスの
排出を基準年（原則 年）比で、 ％（日本 ％、アメリカ ％、
％など）削減することを義務付けている。

京都メカニズム

他国での温室効果ガスの排出量削減を自国での削減に用いることが
できる仕組みで、京都議定書で定められた。削減目標以上に削減で
きた国から余剰の排出枠を購入したり、他国で行った温室効果ガス
削減事業を自国のものに換算したりできる。

クールシェア
涼しさを分け合うという意味で、出来るだけ多くの人が一緒に涼ん
でエアコンの使用を控えようという節電対策。

グリーン経営認証

交通運輸産業を対象に、環境保全に取り組むために創設された環境
認証制度。交通エコロジー・モビリティ財団が認定機関となり、環
境パフォーマンス評価 や の考え方に基づく
認証基準により審査され、一定のレベル以上の環境保全の取組を行
っている事業所に対して認証・登録される。

グリーン購入

素材から製造、利用、廃棄にいたる様々な部分で、有害性や消費資
源などの環境への負荷が低減されるように配慮を行った製品を優先
的に購入すること。

年に施行された「国等による環境物品等の調達の推進等に関
する法律」では、国の機関にグリーン購入を義務付けるとともに、
地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることをもと
めており、幅広い主体が、それぞれの立場から、グリーン購入を進
めていくことが期待されている。

グリーン購入法

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。循環型社
会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要
面からの取組が重要である」という観点から、 年 月に循環
型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして制定された。
国等の公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製
品・サービス）の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適
切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発
展が可能な社会の構築を推進することを目指している。また、国等
の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国
民の責務などについても定めている。

京都議定書
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建築物のエネルギー
消費性能の向上に関
する法律（建築物省
エネ法）

平成 年 月に公布。社会経済情勢の変化に伴い建築物における
エネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物の省
エネ性能の向上を図るため、省エネ基準適合義務等の規制措置と、
誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講
じたもの。

工業プロセス
温室効果ガス排出統計の部門の一つで、セメントの生産工程で石灰
石を加熱することにより、二酸化炭素が排出される場合など、工業
生産過程における化学的プロセスなどをいう。

コージェネレーショ
ンシステム

発電と同時に発生した排熱を利用して、給湯・暖房などを行うエネ
ルギー供給システムのこと。

さ行

サイクルアンドバス
ライド

自転車で最寄りのバス停留所まで行き、バスに乗り換え目的地へ行
くこと。バス利用者の利便性の向上とバス利用の促進を目的とした
システムで、バス利用が増えることにより、交通混雑の緩和等につ
ながる。

再生可能エネルギー
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、エネルギー源として
永続的に利用することができると認められるもの。

次世代自動車

ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、
燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車、天然ガス自動車等を
指す。エンジン等の性能向上や電気や水素といった新しいエネルギ
ーキャリアを利用し、効率性と環境性を高めた自動車のこと。

自治体イニシアティ
ブ・プログラム

自治体の呼び掛けにより、域内でエコアクション の認証・登録
を目指す事業者を募り勉強会を開催し、短期間で効率よくエコアク
ション の認証取得に導くための普及プログラム。

自転車シェアリング
自転車を共同で利用する仕組みのこと。市の中心市街地を中心に、
自転車の貸し出しや返却を行う駐輪場（ポート）を設置している。

市民の森
緑の環境を保全するため、川越市民の森指定要綱により指定し、市
が管理しながら市民に公開している。おおむね ㎡以上の雑木
林等が対象。

循環型社会

廃棄物等の発生を抑制し（ごみをなるべく出さず）、廃棄物等のう
ち有益なものは資源として活用し（ごみをできるだけ資源として使
い）、適正な廃棄物の処理（使えないごみはきちんと処分）を行う
ことで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り減ら
す社会のこと。
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消費性能の向上に関
する法律（建築物省
エネ法）

平成 年 月に公布。社会経済情勢の変化に伴い建築物における
エネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物の省
エネ性能の向上を図るため、省エネ基準適合義務等の規制措置と、
誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講
じたもの。

工業プロセス
温室効果ガス排出統計の部門の一つで、セメントの生産工程で石灰
石を加熱することにより、二酸化炭素が排出される場合など、工業
生産過程における化学的プロセスなどをいう。

コージェネレーショ
ンシステム

発電と同時に発生した排熱を利用して、給湯・暖房などを行うエネ
ルギー供給システムのこと。

さ行

サイクルアンドバス
ライド

自転車で最寄りのバス停留所まで行き、バスに乗り換え目的地へ行
くこと。バス利用者の利便性の向上とバス利用の促進を目的とした
システムで、バス利用が増えることにより、交通混雑の緩和等につ
ながる。

再生可能エネルギー
太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど、エネルギー源として
永続的に利用することができると認められるもの。

次世代自動車

ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、
燃料電池自動車、クリーンディーゼル自動車、天然ガス自動車等を
指す。エンジン等の性能向上や電気や水素といった新しいエネルギ
ーキャリアを利用し、効率性と環境性を高めた自動車のこと。

自治体イニシアティ
ブ・プログラム

自治体の呼び掛けにより、域内でエコアクション の認証・登録
を目指す事業者を募り勉強会を開催し、短期間で効率よくエコアク
ション の認証取得に導くための普及プログラム。

自転車シェアリング
自転車を共同で利用する仕組みのこと。市の中心市街地を中心に、
自転車の貸し出しや返却を行う駐輪場（ポート）を設置している。

市民の森
緑の環境を保全するため、川越市民の森指定要綱により指定し、市
が管理しながら市民に公開している。おおむね ㎡以上の雑木
林等が対象。

循環型社会

廃棄物等の発生を抑制し（ごみをなるべく出さず）、廃棄物等のう
ち有益なものは資源として活用し（ごみをできるだけ資源として使
い）、適正な廃棄物の処理（使えないごみはきちんと処分）を行う
ことで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできる限り減ら
す社会のこと。



省エネ診断
省エネルギーの観点から、ビルや工場等の建物の仕様や設備システ
ム及び現状のエネルギー使用量について調査・分析を行い、それぞ
れの建物に合う省エネルギー手法を見出すこと。

スマートメーター

通信機能を備えた、新型の電力量計（電気メーター）のこと。スマ
ートメーターが設置されれば、電力会社は遠隔検針が可能になると
共に、電力消費者も含めてリアルタイムで需給情報を把握すること
が容易になる。デマンドレスポンス（ピーク需要の削減を促進する
もの）に必須の機器と言われている。

製造品出荷額等
工業統計調査において、１年間（ ～ 月）における製造品出荷額、
加工賃収入額、その他収入額及び製造工程のくずや廃物の出荷額の
合計で、消費税等内国消費税額を含んだ額のこと。

た行

代替フロン類

オゾン層破壊効果の高いフロン（クロロフルオロカーボン）の代わ
りとなる物質の総称で、ハイドロフルオロカーボン（ 、ハイド
ロクロロフルオロカーボン（ 、パーフルオロカーボン（
などがある。代替フロンは、オゾン層の破壊は低いものの地球温暖
化作用がある。

待機時消費電力

家電機器が使用されていない状態や入力待ちの時に定常的に消費し
ている電力のこと。リモコンによる指示待ち状態や内臓時計・メモ
リ機能等の維持に要する電力などを指す。家庭で消費する電力のう
ち、年間 ％が待機時消費電力といわれている。

太陽熱利用機器
太陽の熱エネルギーを屋根の上などに置いた集熱器で集めて、給湯
や冷暖房に利用する。 天気が良い日には約 ℃の温水が得られる
ため、家庭での給湯や暖房を十分に賄える。

地球温暖化係数

温室効果ガスの温室効果の度合いについて二酸化炭素を１として、
その他のガスが単位重量当たりどの程度かを示すもの。通常は、
年間の効果を積算した値で示す。例えば、メタンの地球温暖化係数
は であり、メタン トンの温室効果は、二酸化炭素 トンに
相当する。

地球温暖化対策計画

年 月、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、政府が地球温暖化対策推進法に基づいて策定したわが国唯一の
地球温暖化に関する総合計画。温室効果ガスの排出抑制及び吸収の
目標、事業者、国民等が講ずべき措置に関する基本的事項、目標達
成のために国、地方公共団体が講ずべき施策等について定めている。
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地球温暖化対策推進
大綱

年 月、京都議定書の約束を履行するための具体的裏付けの
ある対策の全体像を明らかにしている政府が定めた基本方針。法的
措置をはじめとして、政府として、 年に向けての緊急に推進
すべき対策がまとめられている。 年 月に見直されている。

地球温暖化対策の推
進に関する法律

通称「温対法」。気候変動枠組条約第 回締約国会議で採択された
京都議定書を受け、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となっ
て地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めたもの。 年
月に公布され、京都議定書に課された日本の目標である温室効果

ガスの基準年（ 年）比 ％削減を達成するために、国、地方
公共団体、事業者、国民の責務、役割を明らかにしている。

地球温暖化防止行動
計画

地球温暖化防止に向けた政府の行動計画で、 年 月に地球環
境保全に関する関係閣僚会議で決定した。この計画で、 年ま
でに一人あたり二酸化炭素の排出量を 年レベルに安定化させ
ることなどを定めた。

つばさ館

循環型社会形成推進基本法の基本原則にのっとり、ごみの発生抑制
（ ：リデュース）、再利用（ ：リユース）、再生利用
（ ：リサイクル）の を推進するため、市民、民間団体、
事業者と連携し、環境啓発・体験学習・交流活動等の拠点となる施
設。資源化センターに併置されている。

電気事業における低
炭素社会実行計画

政府の 年度のエネルギー需給見通しや、温室効果ガス削減目
標案が示されたことなどを踏まえ、参加事業者の「低炭素社会実行
計画」を統合して新たな目標を設定したもの。

年度に排出係数 程度（使用端）を目指すこ
と、火力発電所の新設等に当たり、経済的に利用可能な最良の技術
を活用すること等により、最大削減ポテンシャルとして約 万

の排出削減を見込むこと等を自主的枠組みとして構築。

トップランナー方式
省エネ法に基づき、省エネルギー基準を策定する際に、現在商品化
されている製品のうち省エネルギー性能が最も優れている機器の性
能に合わせること。
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な行

日本の約束草案

ここでいう国別の約束草案とは、 年以降の各国の気候変動に
関する取組を示す文書で、 年 月にワルシャワで行われた国
連気候変動枠組条約第 回締約国会議（ ）において、
年末にパリで開催される に先立って提出することが求めら
れていたもの。
日本は、 年 月、地球温暖化対策本部において、エネルギー
ミックスとの整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課
題等を十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げに
よる実現可能な削減目標として、国内の排出削減・吸収量の確保に
より、 年度に 年度比▲ ％（ 年度比▲ ％）
の水準（約 億 万ｔ ₂）とする日本の約束草案を決定し
た。

 
は行

バイオマス
動植物などから生まれた生物資源の総称。バイオマス発電では、こ
の生物資源を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電する。
技術開発が進んだ現在では、様々な生物資源が有効活用されている。

廃棄物発電
ごみを焼却する際の「熱」を利用し、高温高圧の蒸気を作り、その
蒸気でタービンを回すことにより発電すること。

廃熱利用
廃棄物発電後の廃熱を利用し、周辺施設などの冷暖房や温水などへ
有効利用すること。

ヒートアイランド現
象

都市の気温が周囲よりも高くなる現象のこと。気温の分布図を描く
と、高温域が都市を中心に島のような形状に分布することから、こ
のように呼ばれる。都市化の進展に伴って、ヒートアイランド現象
は顕著になりつつあり、熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介
する蚊の越冬といった生態系の変化が懸念されている。

ヒートポンプ

水を低い所から高い所に押し上げるポンプのような原理で低温側か
ら高温側に熱を移動させる仕組みであり、低い温度の熱源から冷媒
（熱を運ぶための媒体）を介して、熱を吸収することによって高い
温度の熱源をさらに高くする機器で暖房・給湯等に使用できる。ま
た、低温側の熱源は、熱を奪われさらに低温になるので、冷凍・冷
房にも使用できる。利用可能な熱源としては、大気、地下水、コン
ピュータ排熱、ビルの雑排水、海水、下水、浴場排水などがある。

 
 

 
な行

日本の約束草案

ここでいう国別の約束草案とは、 年以降の各国の気候変動に
関する取組を示す文書で、 年 月にワルシャワで行われた国
連気候変動枠組条約第 回締約国会議（ ）において、
年末にパリで開催される に先立って提出することが求めら
れていたもの。
日本は、 年 月、地球温暖化対策本部において、エネルギー
ミックスとの整合的なものとなるよう、技術的制約、コスト面の課
題等を十分に考慮した裏付けのある対策・施策や技術の積み上げに
よる実現可能な削減目標として、国内の排出削減・吸収量の確保に
より、 年度に 年度比▲ ％（ 年度比▲ ％）
の水準（約 億 万ｔ ₂）とする日本の約束草案を決定し
た。

 
は行

バイオマス
動植物などから生まれた生物資源の総称。バイオマス発電では、こ
の生物資源を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電する。
技術開発が進んだ現在では、様々な生物資源が有効活用されている。

廃棄物発電
ごみを焼却する際の「熱」を利用し、高温高圧の蒸気を作り、その
蒸気でタービンを回すことにより発電すること。

廃熱利用
廃棄物発電後の廃熱を利用し、周辺施設などの冷暖房や温水などへ
有効利用すること。

ヒートアイランド現
象

都市の気温が周囲よりも高くなる現象のこと。気温の分布図を描く
と、高温域が都市を中心に島のような形状に分布することから、こ
のように呼ばれる。都市化の進展に伴って、ヒートアイランド現象
は顕著になりつつあり、熱中症等の健康への被害や、感染症を媒介
する蚊の越冬といった生態系の変化が懸念されている。

ヒートポンプ

水を低い所から高い所に押し上げるポンプのような原理で低温側か
ら高温側に熱を移動させる仕組みであり、低い温度の熱源から冷媒
（熱を運ぶための媒体）を介して、熱を吸収することによって高い
温度の熱源をさらに高くする機器で暖房・給湯等に使用できる。ま
た、低温側の熱源は、熱を奪われさらに低温になるので、冷凍・冷
房にも使用できる。利用可能な熱源としては、大気、地下水、コン
ピュータ排熱、ビルの雑排水、海水、下水、浴場排水などがある。
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